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「ローカル企業」の経理担当部門において求められる知識・能力とは 
What is the Knowledge and Capability in the Accounting Section of Local 

Companies ? 

原田 文規

Fuminori Harada 

The purpose of this study is to clarify what kind of specific knowledge or capability is required for workers 
engaged in tasks related to accounting of small and medium enterprises located at countryside by comparing with 
large enterprises such as listed companies based on “Evaluation Standards for Job Capability” developed by the 
Ministry of Health, Labour and Welfare. 
This study also consider which point we should note when educational institutions in local cities conduct a human 
resources training for workers related to accounting of small and medium enterprises located at countryside. 
Keyword: Enterprises Located at Countryside, Listed Companies, Accounting Department, Bookkeeping  

1. はじめに

職業教育のあり方の議論の中で，一部のトップ大学と

その他の大学・短大の役割を明確に区分し，地方の大部

分の大学や短大を「職業訓練校化」するべき，との大胆

な意見が実業界の有識者から出され[1]大きな話題となっ

た．これはグローバルに活動する企業と地方ローカルに

活動する企業それぞれに対応した人材を各教育機関が分

担して育成するべきとの考えに基づくものであり，地方

の職業能力開発型高等教育機関における職業教育の内容

と方法の変更を示唆している．

また，上場企業向けの人材育成方法を基にした教育訓

練がそのまま地方に所在しローカルに活動する企業向け

の人材育成教育に適応しない現実も散見されることから

上記意見の有用性を認識した．

さらに，先行研究をレビューしたところ，地方に所在

するローカルな企業の経理部門に従事するビジネスパー

ソンの能力開発を主眼とした研究はほとんどなされてい

ない．そこで本報では，上場企業などの大企業と比較し

地方に所在する「ローカル企業」の経理関連業務に従事

する者はどのような専門知識や能力を求められているの

か，厚生労働省が開発した職業能力評価基準（事務系職

種）を参照し把握するとともに，ローカル企業の経理担

当部門向けの人材育成方法についてもあわせて考察を行

う．

なお，本報では考察の対象とする知識や能力について

は経理業務に関連するものに限定し，マネジメントに関

する能力やビジネスパーソンに共通して求められる知

識・能力については考察の対象外としている．

2. 「ローカル企業」とは

2.1. 「ローカル」な地域の範囲 
本報では「ローカル」企業について考察を行うため，

「ローカル」な地域について範囲を限定する必要がある．

「ローカル」地域の範囲については様々な括りが考えら

れるが，総務省統計局は国勢調査を行う際「大都市」を

「政令指定都市及び東京都特別区部」と定義[2]している． 

本報ではこれに準拠し，東京都特別区部および札幌，

仙台，さいたま，千葉，横浜，川崎，相模原，新潟，静

岡，浜松，名古屋，京都，大阪，堺，神戸，岡山，広島，

北九州，福岡の 20 都市とその周辺地域を大都市圏と定義

し，これらの地域以外について「ローカル」な地域と考

え次節以降考察を行う．

2.2. ローカル経済圏の特徴 
ローカルな企業を取り巻くローカル経済圏の特徴とし

て大都市圏に比べて公的部門が占める比率が高くなって

いる点が挙げられる．公的部門とは都道府県の政府最終

消費支出＋公的固定資本形成を指しており，公的部門比

率は県内総生産に占める公的部門の割合を表している．  

2010 年度時点のデータでは東京都・大阪府・愛知県は

公的部門比率が 10％台後半であるのに対し，山形県は

31.3％，秋田県 36.7％となっており，鳥取・島根・高知

の各県では 40％を超えていた[3]．このデータからはロー

カル経済圏が公的な資金をメインに動いていることを読

み取ることができる．
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2.3. ローカル地域に所在する企業の特徴

ローカル経済圏が公的な資金をメインに動いているこ

ともあり，ローカルな地域に所在する企業は人的つなが

りが強い点が特徴としてあげられる．原田(2017)によれ

ば，全国展開している上場企業であっても地方に本社が

所在する企業は，役員や従業員の多くを本社所在地出身

者が占める[4]など，本社所在地を中心とした人的なつな

がりが強いことが確認されている．そのため，ローカル

地域を中心に活動を行う企業であればより一層，地域の

強い人的つながりの中で業務を行っていることが推察さ

れる．

また，地方にも上場企業などの大企業は一定数存在す

るものの，絶対数が少なく中小企業が大多数を占めてい

る．大部分がローカル地域である東北地方と大都市圏に

所在する大企業の状況をまとめたものが表 1 である． 

表 1 都道府県別の大企業・本社所在数と人口比率 

全上場企業 3,605 社のうち山形県に本社が所在する上

場企業は 7 社，青森・秋田・岩手各県はそれぞれ 4 社と

なった．同様に 4,168 社ある非上場の有力企業も山形県

17 社，青森 17 社，秋田 6 社・岩手 13 社と各県とも人口

比率を下回る企業数しか所在しておらず，大都市を抱え

る都道府県以外の各県も同様の状況であった．その一方

で東京都・大阪府・愛知県など大都市圏には人口比率を

上回る企業が所在しており，特に東京都には全上場企業

の半数以上，非上場有力企業の 40％超が本社を構えてい

た[5]． 
この結果から，大企業の本社所在地域は大都市圏に偏

在しており，ローカル地域には企業の中枢であり様々な

人や情報が行き交う大企業の本社組織とその構成員の絶

対数が少ないことが確認された．

2.4. 考察対象とする「ローカル企業」について 
前節までの考察から，ローカル地域では大企業の本社

が少ないため，経理部門をはじめとする間接部門に所属

する者は大企業の支社や工場に勤務する者を除き，多く

が中小企業に勤務していることが確認された．

そこで本報の考察の対象とする「ローカル企業」につ

いては，大都市圏以外の「ローカル」な地域に所在し，

かつ本社所在地を中心に活動を行う中小企業とする．中

小企業の定義は各法律により若干の違いはあるが，「非上

場企業」かつ「会社法が規定する大会社以外」の企業と

する．これは会社法上の大会社と大会社以外では必要な

経理関連業務も大きく異なるためである．

3. 上場企業の経理担当部門の特徴

3.1. 組織図上の位置づけ

ここではローカル企業と比較を行う目的で，グローバ

ルに活動を行う上場企業の経理担当部門の特徴を確認す

る．

グローバルに活動を行う上場企業は事業規模が大きい

ため，必然的に営業部門や生産部門を支える間接部門も

大きくなる．そして間接部門は機能別に総務部・人事部・

経理部・財務部・情報システム部などに分けられる．

その中で経理関連業務を行う部門については，相互牽

制を行い不正などを防止する目的で，アカウンティング

業務を担当する経理部門とファイナンス業務を担当する

財務部門に分けられる．経理担当部門といった場合には

広義にはアカウンティング業務のみならず，ファイナン

ス業務担当部門を含むものの，狭義にはアカウンティン

グ業務を行う経理部門を指す．本報においても「上場企

業の経理部門」といった場合，主としてアカウンティン

グ業務を行う部門を想定し考察を行う．

3.2. 上場企業の経理部門の業務の特徴 1(制度会計面) 
上場企業では会社法に基づく計算書類などの作成や法

人税・消費税をはじめとする各種税務申告業務のみなら

ず，金融商品取引法に基づく有価証券報告書・四半期報

告書の作成や内部統制関連業務も行われる．また，証券

取引所関連業務として適時開示や決算短信などの作成も

大きなウエイトを占める業務である．

近年は人口減少などによる国内市場の縮小に伴い成長

の源を海外に求める企業も多い．企業が海外展開を行え

ば，経理部門も海外の商慣習や会計制度・税制を把握し

たうえで，在外支店・子会社に関する業務を行う必要が

ある．

それに加え，外国人投資家の増加などもあり，海外企

業の財務諸表との比較可能性確保のため IFRS(国際財務

報告基準)に準拠して連結財務諸表を作成開示する上場

企業が増えており，IFRS 対応も経理部門に求められる業

務となっている．

このように，上場企業の経理部門はアカウンティング

業務だけを見ても業務は多岐にわたるとともに個々に高

度な専門性が求められるため，経理部門内に複数のセク

ションを設け，それぞれのセクションごとに高い専門性

が必要な業務が行われている．

3.3. 上場企業の経理部門の業務の特徴 2(管理会計面) 
上場企業では制度会計のみならず，内部の経営管理者

に向けて有用な情報を提供することを目的に管理会計業

務も行われている．川野(2013)が上場企業を対象に行っ

たアンケート調査によれば，回答があったすべての上場

企業で予算管理業務が行われ，標準原価計算についても

人口比率

（社） （％） （社） （％） （％）

青 森 県 4 0.1 17 0.4 1.0

岩 手 県 4 0.1 13 0.3 1.0

宮 城 県 22 0.6 34 0.8 1.8

秋 田 県 4 0.1 6 0.1 0.8

山 形 県 7 0.2 17 0.4 0.9

福 島 県 11 0.3 17 0.4 1.5

東 京 都 1,817 50.4 1,686 40.5 10.5

大 阪 府 429 11.9 548 13.2 7.0

愛 知 県 226 6.3 282 6.8 5.9

全 国 計 3,605 100 4,168 100 100

本社所在地別上場企業数 本社所在地別非上場有力企業
都道府県

東洋経済増刊 地域経済総覧2016 年版，東洋経済新報社，pp.206-207．(2015)より
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製造業のみならず非製造業・サービス業を含めても全体

の 1/2 の企業が実施していた．また全体の 2/3 の企業が損

益分岐点分析を経営活動に取り入れる[6]など制度会計同

様に重要視していることが分かる． 
管理会計業務を行う部門については，岡本他(2013)に

担当部門として経理部が挙げられ「財務会計と管理会計

とが同時並行的に行われる」[7]との記述がみられた一方

で，多くの管理会計業務を経営企画部門が行っていると

の先行研究も見受けられた．櫻井(2012)には，上場企業

の「経営企画部では，中長期経営計画の策定や設備投資

計画」などいわゆる戦略的意思決定がおこなわれ，経理

部門では「予算や原価管理などの伝統的な管理会計が実

践され」[8]ているとの記述がみられた． 
これらの先行研究から，管理会計業務の大部分を経理

部門が担っている企業や戦略的意思決定業務を経営企画

部門が担い業務的意思決定業務などを経理部門が担って

いる企業，というように企業ごとに業務範囲に差はある

ものの，上場企業では経理部門にて管理会計業務が行わ

れているケースが多いものと推察される． 
 

4. ローカル企業の経理担当部門の特徴 
 
4.1. 組織図上の位置づけ 
中小企業は人数の制約があることから直接利益を産み

出さない間接部門の人員数を最小限にとどめる傾向にあ

る． 
平成 26 年度に中小企業の会計に関して行われた調査

によれば，中小企業では全従業員のうち経理財務担当者

の数が 1 名という企業が 58.2％ともっとも多く，中には

0 名という企業も 12.2％あった．0 名と回答した企業は経

理業務は自社で行わず，会計事務所や税理士事務所に全

て任せているものと考えられる．全体としては経理財務

担当者 0～2名が 88.3％を占めている[9]ことから経理業務

のみを行う部門を独立させて組織図上位置づけることは

少ないといえる． 
この調査を基に，ローカル企業において経理業務を担

当している部署や形態を考えてみると，たとえば事務

部・事務課・総務部・総務課などの名称の部署の中に，

経理以外の様々な事務業務も行いながら，兼務で経理業

務を行う担当者が 1 名いるという形が想定される． 
 
4.2. ローカル企業の経理業務の特徴 1(制度会計面) 
ローカル企業の経理業務担当者の特徴として，担当者

が純粋なアカウンティング業務のみならずその周辺業務

も含め様々な業務を一人でこなす多能工的な働き方が求

められる点が挙げられる． 
経済産業省が経理・財務部門の組織・人員配置の最適

化・人材の円滑な移転を促進するための共通基盤として

2003 年に公表した「経理・財務業務マップ」には中小企

業などの小規模企業において経理業務従事者が担当する

可能性のある，純粋なアカウンティング以外の業務とし

て「会計周辺業務」が挙げられている．「会計周辺業務」

には「人事関連」と「その他」の業務が記載されており
[10]，上場企業の財務部門で行われるファイナンス業務と

人事部門で行われる給与計算業務などもあわせて経理部

門にて行われる点がローカル企業の特徴となっている． 
そしてファイナンス業務の一つである金融機関との取

引業務については，株式会社東京商工リサーチが山形県

に本社がある約 1 万 6700 社あまりを対象に行った「企業

のメインバンク調査」によれば，県内企業のメインバン

クの上位 3 社を山形県に本社のある地方銀行が独占し

4,5 位も地元の信用金庫であった．上位 5 社の地元金融機

関の占有率は 9 割におよび，他のローカル地域も同様の

傾向であった[11]．この事実はローカル企業が経理関連部

門においても，営業活動同様に地域との深いつながりの

中で業務を行っていることを示しているといえる． 
 
4.3. ローカル企業の経理業務の特徴 2(管理会計面) 
ローカル企業の管理会計業務の現状については，飛田

(2011)が九州地方の中小企業を対象に管理会計の実施状

況を調査している．調査の結果，従業員数が多い中小企

業では管理会計業務を行っている企業の割合は比較的高

いものの，会計情報を利用していない企業が 2 割あった．

また，ほぼ全ての上場企業で実施されている予算管理業

務や上場している多くの製造業で実施されている標準原

価計算を利用した原価管理の実施率は回答した企業全体

の 30％台[12] にとどまった． 
これはローカル企業の経理担当者は経理以外の業務も

あわせて行う必要があるため，上場企業で行っているよ

うな高度な管理会計業務に専念できる環境にない点と事

業規模が小さい企業では高度な管理会計による経営管理

の必要性がそれほど高くない点に起因するものと推察さ

れる．  
  

5. ローカル企業の経理業務担当者が必要
とされる知識・能力 

 
5.1. 職業能力評価基準 
職業能力評価基準は，「職業能力を適正に評価する公正

で透明性の高い仕組み」として厚生労働省が開発した基

準であり，平成 28 年 5 月時点で電気機械器具製造業，ホ

テル業など 54 業種 275 職種が公開され，経理部門のビジ

ネスパーソンを対象としたものとして職種「経理・財務

管理」が整備されている． 職業能力評価基準では仕事内

容を大きい順に「職種」→「職務」→「課業」と細分化

しており「職種」は「仕事の内容や性質が類似している

職務を括ったもの」と定義される．「職務」は「概ね 1
人の労働者が，責任をもって遂行すべき精神的，肉体的

活動を要する仕事の集まりのことを指し，1 つもしくは

複数の課業から構成される」ものと定義され，「課業」は

「企業・団体の組織活動に必要な機能や役割を個々の労

働者に割り当てる際に，有意義に分割しうる最小の活動

単位」と定義されている． 
そして「課業」ごとに「仕事を効果的，効率的に遂行
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するために必要な職業能力」である「能力ユニット」が

記述されている．職種「経理・財務管理」の場合，職務

は「経理」と「財務管理」の 2 つに分かれ，アカウンテ 

ィング業務に対応する「経理」，ファイナンス業務および

管理会計業務に対応する「財務管理」となっている．

アカウンティング業務に対応する職務「経理」は，さ

らに細かい業務単位である 16 個の課業に分かれ，課業ご

とに必要な職業能力である能力ユニットの記載がなされ

ている[13]． 

5.2. 必要な能力ユニット(職業能力)の考察

前章までの考察結果から，ローカル企業の経理部門の

業務には，純粋なアカウンティング業務に加え，財務関

連のファイナンス業務や人事関連の給与計算業務などが

含まれることが確認できた．

一方，上場企業の経理部門におけるメイン業務の一つ

である有価証券報告書の作成業務などの金融商品取引法

関連業務や決算短信作成などの証券取引所関連業務は法

的または制度として求められていない．

また，本社所在地域を中心に活動を行うというローカ

ル企業の特性から国際会計や国際税務といった業務につ

いても行われることは少なくなっている．管理会計業務

についても，間接部門の人員数の制約や経営管理を必要

とするほど組織が大きくないこともあり，ローカル企業

では実施していないケースが多くなっている．

以上のようなローカル企業の経理部門における業務の

特徴を踏まえ，職業能力評価基準（事務系職種）様式 3
の課業ごとに記載されている「能力ユニット」の概要，

「職務遂行のための基準」，「必要な知識」[14]を参照しロ

ーカル企業で必要となる課業および能力ユニットを特定

した．

当該結果と原田(2016)が主としてグローバルに活動を

行う上場企業の経理部門で必要とされる能力ユニット

(職業能力)を考察したもの[15]を比較したのが表 2である． 

表 2 経理担当部門で必要な能力ユニットの比較表 

上場企業の経理部門において職務・財務管理の能力ユ

ニットが含まれるのは 3 章の考察のとおり，上場企業の

経理部門ではアカウンティング業務だけでなく管理会計

業務も同時に行われるが，職業能力評価基準では管理会

計業務に該当する課業の一部が職務・財務管理に含まれ

ているためである．

5.3. ローカル企業と上場企業の能力ユニットの比較結

果

全体では上場企業の経理部門にて 15 個の能力ユニッ

トが要求されるのに対し，ローカル企業の経理部門は 8
個となった．

職務・経理において上場企業で 12 個の能力ユニットが

要求されるのに対しローカル企業は 6 個にとどまった

が，この差異は国際会計・国際税務といった複雑な経理

業務や金融商品取引法・環境会計などの開示関連および

CSR関連の能力ユニットがローカル企業では要求されな

い点に起因する．

また，職務・財務管理に含まれる管理会計関連の能力

ユニットが上場企業で要求されるのに対し，ローカル企

業で必須ではない点に特徴がみられた．これは比較的規

模の大きい企業を除き，多くのローカル企業において高

度な管理会計による経営管理の必要性がそれほど高くな

い点と人的制約から業務の実施が現実的に困難なためで

ある．

しかるに，上場企業では要求されていない職務・財務

管理「財務基礎」と職務・人事の「賃金・社会保険基礎」

に関する能力ユニットが要求されている．これはローカ

ル企業の間接部門が上場企業のように分化しておらず，

経理担当者の業務範囲が上場企業における人事部門や財

務部門に相当する範囲まで広がっていることに起因して

いる．

以上の結果に基づき，必要とされる能力ユニットの特

徴として，上場企業では専門性の高いアカウンティング

関連と管理会計関連の能力ユニットが要求されるのに対

し，ローカル企業は要求されるアカウンティング関連業

務に関する能力ユニットは上場企業よりも質量ともに少

ないものの，財務管理や人事に関する能力ユニットが求

められる点を挙げることができる．

6. 能力開発に役立つ資格・検定

6.1. 先行研究 
ローカル企業の経理部門のビジネスパーソンが職業能

力を開発するにあたり，役に立つ資格・検定をみていく． 

経理部門も含めたホワイトカラーの公的資格の現状と

課題について考察した宮下(2008)は，そもそも日本企業

が取得を奨励する資格は特定の技術や技能分野が多く，

事務職従事者が取得を奨励されるような資格は多くない
[16]と述べている．

しかし資格・検定には知識を習得するにあたりモチベ

ーションを維持する「教育効果」や国や公的機関といっ

職務 No 能力ユニット名（職業能力） 能力ユニット名（職業能力）

1 簿記 簿記

2 財務諸表基礎 財務諸表基礎

3 原価計算基礎 原価計算基礎

4 国際会計基礎

5 国際税務基礎

6 財務諸表の作成 財務諸表の作成

7 会社法会計 会社法会計

8 金融商品取引法会計

9 法人関係税務 法人関係税務

10 国際会計

11 国際税務

12 環境会計

13 原価計算

14 予算管理

15 経営分析

16 財務基礎

人事 17 賃金・社会保険基礎

職業能力評価基準（事務系職種）を基に筆者作成

財務管理

経理

上場企業の経理部門で必要とされる
知識・能力

ローカル企業の経理部門で必要とされ
る知識・能力
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た信頼できる第 3 者から「能力の証明」を得るといった

効果もある[17]ことから，ホワイトカラーが能力開発を行

うにあたり資格・検定を活用することは有用であると考

える． 
 
6.2. ビジネス・キャリア検定 

ホワイトカラー向けの検定として 2007 年度よりビジ

ネス・キャリア検定が行われている．ビジネス・キャリ

ア検定は厚生労働省が定めた職業能力評価基準に準拠し

て問題が作成されることから，経理業務に従事する者が

当検定を活用することは有用であるといえる． 

しかし現状，ビジネス・キャリア検定の経理・財務管

理分野の受検者数は平成 26 年度～28 年度の 3 年間いず

れも 1,000 人台に留まりほぼ横ばいとなっている[18]．日

商簿記検定が毎年 50 万～60 万人の受検者数を集める[19]

のに比較し受験者数が二桁少ないことから，受検会場数

や受験対策テキストなどの出版物が少なく，ローカル地

域では対策講義の実施もほとんどないため，ローカル企

業の経理担当者が活用することが難しい状態にある．  
 
6.3. ローカル企業の職業能力開発に適した検定 
前述の原田(2016)は上場企業の経理部門においてスタ

ッフレベルの業務に必要な知識の多くは日商簿記検定 2
級の学習により習得できることを明らかにしている[20]．  

上場企業の経理部門では必要性は高くないものの，ロ

ーカル企業において必要な能力ユニット「財務基礎」に

対応する知識の習得にあたっても，日商簿記検定を活用

し学ぶことができるため，日商簿記検定はローカル企業

においても有用といえる．  
また，ローカル企業の経理担当部門で必要な能力ユニ

ット「賃金・社会保険基礎」に対応する資格検定として

は，社会保険制度や給与計算の仕組みを基礎から学べる

一般財団法人職業技能振興会認定「給与計算実務能力検

定」が挙げられる． 
ただし，現状「給与計算実務能力検定」は受験者数が

年間 1 万人に達しておらず，会場数も少ない[21] ことか

ら「教育効果」という面からは日商簿記検定ほどの効果

は期待できないといえる．しかし，受験者が年々増加傾

向にあり，検定の知名度も上昇傾向にあることから，徐々

に教育効果も高まるものと考えられる．  
 

7. ローカル企業向けの人材育成 
 
7.1. ローカル企業の人材育成面の特徴 
従業員の能力開発，人材育成という点からは OFF‐JT

や OJT の実施が重要と考えられるが，ローカル企業は大

企業に比べ金銭的・人員的な余裕が少ないこともあり，

従業員に対するOFF‐JTやOJTの実施率が低くなってい

る． 
厚生労働省が平成 26 年度の各企業における能力開発

の状況を調査した結果によれば，図 1・2 のとおり従業員

数 1,000 人以上の企業では正社員に対し 85.1％が OFF‐

JT を実施しているのに対し，従業員数 30～49 人の企業

の正社員で 55.9％，正社員以外は 22.2％にとどまる．同 
様に計画的な OJT も従業員数 1,000 人以上の企業の正社

員に対しては 73.4％が実施しているのに対し，従業員数

30～49 人の企業の正社員では 42.5％，正社員以外では

17.9％の実施にとどまっている[22]． 
 

能力開発基本調査報告書（平成 27 年度）を基に筆者作成 
図 1 従業員数別・正社員非正規社員別 OFF-JT 実施 
割合 

能力開発基本調査報告書（平成 27 年度）を基に筆者作成 
図 2 従業員数別・正社員非正規社員別計画的 OJT 実施

割合 
 
以上の結果から，中小企業の従業員は経理業務従事者 

を含め，業務に求められる知識や能力の開発について基

本的に会社に頼ることなく自身で対応する面が大きくな

っている． 
しかし，都市部に所在する中小企業の経理業務従事者

と比較し，ローカル企業の経理業務従事者は勤務地周辺

に民間の教育機関が充実しておらず，業務関連知識の習

得や能力開発を行うにしても手段が限られる． 
 前章において，経理部門の職業能力開発に役立つ検定

試験として日商簿記検定 2 級の学習の有用性を確認し

た．日商簿記検定 2 級の受験対策講座を全国的に設けて

いる法人として TAC 株式会社や学校法人大原学園が挙

げられる．両法人ともに社会人向けの講座が設定されて

おり，平日仕事を持っているビジネスパーソンは平日の

夜や休日に開講される講座を活用するケースが多い． 
 しかし，両法人の校舎所在地を調査した結果，首都圏
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をはじめとする大都市圏が中心であり，ローカル地域に

は県庁所在地クラスの都市に一部所在するのみであっ

た． 

また，ローカル地域の拠点校においては，通学講座を

設けていても東京の本部などで撮影したものを録画し，

個別ブースなどで各々が視聴する形態となっていた[23] 

[24]．そのため，ローカル企業のビジネスパーソンの学習

手段として，地理的制約を受けない通信教育がメインと

なっている可能性が高く，この状況はその他の検定試験

や能力開発を行うにあたっても同様であると推察され

る．

 以上のような状況から，大都市圏のように通勤可能な

地域内に様々なジャンルの社会人向けスクールが存在し

ないローカル地域では，知識の習得や能力開発を継続的

に行うことは多大なる労力を必要とする状況にあるとい

える．

7.2. 地方の教育訓練機関における留意点 
ローカル地域に所在する教育訓練機関がローカル企業

向けの人材育成を行う場合，上場企業向けに開発された

カリキュラムや教科内容ではなく，ローカル企業向けの

人材育成に適したカリキュラムを組み教育訓練を行うこ

とが求められる．表 3 はローカル企業の経理関連部門で，

関連する知識を習得する必要性の高い能力ユニットから

A として C まで並べたものである． 

表 3 ローカル企業における能力ユニット別重要度 

表 3 では上場企業とローカル企業ともに必要な能力ユ

ニットを「A1」，ローカル企業でのみ必要な能力ユニッ

トを「A2」として示し，「B」はローカル企業でも可能で

あれば身に付けたい管理会計業務に関する能力ユニット

を表しており，この表の重要度 A を中心に学習すること

がローカル企業の経理業務従事者にとって効率的な知識

習得につながるといえる．

その一方で，上場企業の経理従事者や従事予定者にと

って重要度が高い IFRS(国際財務報告基準) や有価証券

報告書，決算短信で開示が求められるキャッシュ・フロ

ー計算書の作成方法や包括利益の算定方法については重

要度「C」に属することから，これらを学習することは

ローカル企業の経理従事者の直接的な能力向上にはつな

がらないことが分かる．むしろローカル企業では法人税

法をベースに決算を組むことも多いことから，法人税法

を含む各種税法の学習を行うとともに，会計周辺分野で

ある給与計算や社会保険制度などを学ぶことが効率的な

知識の習得や能力開発につながるといえる．

8. おわりに

本研究により，ローカル企業と上場企業等大企業の経

理担当部門で必要とされる知識や能力を比べると，高度

な専門性においては上場企業に及ばないもののローカル

企業のほうが広範囲な知識や能力が求められることが確

認できた．

その状況に対応するため，人材育成手法についてもロ

ーカル企業と上場企業では必然的に異なる手法を用いる

必要があることもあわせて確認された．

しかるに，本報では地方都市に所在する中小企業を「ロ

ーカル企業」と一括りにして考察したため，業種や地域

ごとの特性まで踏み込んで考察を行うには至らなかっ

た．また，先行研究や企業のメインバンクの調査結果か

らローカル企業の経理部門は人的つながりが強い中で業

務を行う，という特徴がある点を指摘したものの，特徴

を確認するにとどまり，必要となる能力や能力開発方法

を提示するには至らなかった．

以上をふまえ，今後ローカル地域の企業にアンケート

調査やヒアリング等を行い，地域や業種ごとに必要とさ

れる知識や能力の特徴をより細分化して提示する予定で

ある．
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